
別紙（建築物に係る解体工事の場合）

１　分別解体等の方法

工　程 作業内容 分別解体等の方法

①建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の
取り外し

　□　有　　　□　無

　□手作業

　□手作業・機械作業の併用
　　併用の場合の理由
　（　　　　　　　　　　　　）

②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し

　□　有　　　□　無

　□手作業

　□手作業・機械作業の併用
　　併用の場合の理由
　（　　　　　　　　　　　　）

③外装材・上部構造部分外装材・上部構造部分の
取り壊し

　□　有　　　□　無

　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り
壊し

　□　有　　　□　無

　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

⑤その他
（　　　　　　　　）

その他の取り壊し

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

千円

裏面のとおり

千円

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

２　解体工事に要する費用
　　（受注者の見積金額）

3　再資源化等をするための施設の名称及び所在地

4　特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用
　　（受注者の見積金額）

（注）変更契約の場合は変更事項のみ記入する。（費用の変更の場合は増減額を記入する。）



施　設　の　名　称 所　　在　　地特定建設資材廃棄物の種類

（裏面）

（書ききれない場合は別紙に記載）

※　受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）



別紙（建築物に係る新築工事等の場合）

１　分別解体等の方法

工　程 作業内容 分別解体等の方法

①造成等 造成等の工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工
事

　□　有　　　□　無

　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

④屋根 屋根の工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

⑤建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

⑥その他
（　　　　　　　　）

その他の工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

千円

裏面のとおり

千円

（注）変更契約の場合は変更事項のみ記入する。（費用の変更の場合は増減額を記入する。）
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と
の
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内
容
及
び
解
体
方
法

２　解体工事に要する費用
　　（受注者の見積金額）

3　再資源化等をするための施設の名称及び所在地

4　特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用
　　（受注者の見積金額）



施　設　の　名　称 所　　在　　地

※　受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）

（裏面）

（書ききれない場合は別紙に記載）

特定建設資材廃棄物の種類



別紙（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合）

１　分別解体等の方法

工　程 作業内容 分別解体等の方法（解体工事のみ）

①仮設 仮設工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

②土工 土工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

③基礎 基礎工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

④本体構造 本体構造の工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

⑤本体付属品 本体付属品の工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

⑥その他
（　　　　　　　　）

その他の工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

千円

裏面のとおり

千円

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

２　解体工事に要する費用
　　（受注者の見積金額）

3　再資源化等をするための施設の名称及び所在地

4　特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用
　　（受注者の見積金額）

（注）変更契約の場合は変更事項のみ記入する。（費用の変更の場合は増減額を記入する。）



施　設　の　名　称 所　　在　　地特定建設資材廃棄物の種類

（裏面）

（書ききれない場合は別紙に記載）

※　受注者が選択した施設を記載（品目ごとに複数記入可）



記載例

別紙（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）の場合）

１　分別解体等の方法

工　程 作業内容 分別解体等の方法（解体工事のみ）

①仮設 仮設工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

②土工 土工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

③基礎 基礎工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

④本体構造 本体構造の工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

⑤本体付属品 本体付属品の工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

⑥その他
（コンクリート取り壊し工）

その他の工事

　□　有　　　□　無
　□手作業

　□手作業・機械作業の併用

５00千円

　　　　　　　　　　　　　　　　　

裏面のとおり

３00千円
4　特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用
　　（受注者の見積金額）

（注）変更契約の場合は変更事項のみ記入する。（費用の変更の場合は増減額を記入する。）

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

２　解体工事に要する費用
　　（受注者の見積金額）

3　再資源化等をするための施設の名称及び所在地

直接工事費
（千円単位:百円以
下四捨五入）

直接工事費
（千円単位:百円以
下四捨五入）

落札後、監督職員に下記の事項の確認をとった後、
契約書の仲裁合意書の後に入れて袋とじする。



〔適用期日〕 平成１４年５月３０日契約案件より適用

規模の基準

延床面積８０㎡以上

延床面積５００㎡以上

工事金額　１億円以上

工事金額　５００万円以上

〔契約添付書（別紙）記載上の注意事項〕

１　分別解体等の方法

　土木工事等における再資源化等費用とは、特定建設資材廃棄
物をダンプトラック等の運搬機械により再資源化施設へ運搬す
る費用及び再資源化に要する費用（廃材処理費）である。（設
計書に計上された項目のみ対象）

２　解体工事に要する費用

3　再資源化等をするための施設の名称及び所在地（裏面記載）

4　特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用

　土木工事等における解体費用とは、「コンクリート取り壊し
工」「アスファルトコンクリート取り壊し工」等であり、取り
壊し後ダンプトラック等の運搬機械に積み込むまでの費用であ
る。（設計書に計上された項目のみ対象）

　特定建設資材（コンクリート、木材、アスファルトコンク
リート、コンクリート二次製品）を築造する構造物の材料とし
て使用する場合（残材の発生に対する処理先）、また、当該工
事現場から特定建設資材の廃材が排出される場合、それぞれの
処理先とする再資源施設の名称、所在地を記載する。

　金額については、直接工事費（千円単位:百円以下四捨五入）

　但し、該当項目のない場合は、「その他」の（　）欄に直接
記入する。

〔例〕建築物以外…（土木工事等）の場合でコンクリート取り
      壊し等の作業がある場合→⑥その他（コンクリート取り
      壊し工）と記載する。

　金額については、直接工事費（千円単位:百円以下四捨五入）

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）完全実施に伴う契約書について

工事の種類

建築物の解体

その他の工作物に関する工事（土木工事など）

※　該当しない工事は、契約書の６　解体工事に要する費用等の欄は「別紙のとおり」を消し「－」とする。

　該当項目について、チェックボックスにマークする。

建築物の新築・増築

建築物の修繕・模様替（リフォームなど）

落札後監督職員に記載内容の確認をとった後、契約書の仲裁合意書の後に入れ袋とじする。

〔該当工事〕　①コンクリート②アスファルト・コンクリート③木材のいずれかを用いた下記の
　　　　　　　　規模以上の建設工事



改正前 改正後

佐野市建設工事請負契約書 佐野市建設工事請負契約書

１～５（略） １～５（略）

（新設） ６　解体工事に要する費用等　　別紙のとおり

（注）建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関
する法律（平成１２年法律１０４号）第９条第１項に規定
する対象建設工事の場合は、１分別解体等の方法、２解体
工事に要する費用、３再資源化等をする施設の名称及び所
在地、４特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用に
ついてそれぞれ別紙に記入する。

（略） （略）

（仲裁合意書の次頁に該当の以下の頁を挿入）

（新設） 別紙（建築物に係る解体工事の場合）

別紙（建築物に係る新築工事等の場合）

別紙（建築物以外のものに係る解体工事又は新築
工事等（土木工事等）の場合）

佐野市建設工事変更請負契約書 佐野市建設工事変更請負契約書

１～６（略） １～６（略）

（新設） 〔７　解体工事に要する費用等　　別紙のとおり〕

（注）〔７は、解体工事に要する費用等に変更が生じた場合のみ記
入する。〕

（注）別紙は変更契約の場合は変更事項のみ記入（費用の変更の場
合は増減額を記入する。）し変更契約書の次頁に挿入

佐野市建設工事請負契約書新旧対照表
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